
■一般社団法人事業再生実務家協会による特定認証紛争解決手続（特定認証ADR手続）の流れ図

【ADR法6条①】（手続規則2条）
掲示 事業者の債権債務関係を巡る紛争
【ADR法11条2項】
当協会事務局にて

【ADR法14条】
手数料・報酬 説明者：当協会事務局職員
【ADR法6条⑮】 概略説明書・事業再生手続規則・手続利用申請書・ホームページ
（手続規則37条）
（手数料・報酬等規程） 事業者による特定ADR手続利用申請（手続規則9条）

手続利用申請書・添付書類
審査料（銀行振込）（手数料・報酬等規程2条）

業務委託金（銀行振込）（手数料・報酬等規程３条）

【ADR法6条②】
【強化法51条1項①、経産省令17条】
手続実施者選定基準・手続実施者補佐人選定基準
手続実施者候補者リスト・手続実施者補佐人リストから選定
債権放棄を伴う計画案の場合、3名以上（負債10億円未満の場合2名以上）
　　うち監督委員・管財人経験者1名、会計士1名以上【経産省令22条3項】

手続実施者選任予定者によるヒヤリング（手続規則19条）
手続実施者選任予定者が非弁護士の場合【ADR法6条⑤・経産省令18条】
　　助言者（監督委員・管財人経験者弁護士）の選定（手続規則17条2項）
事業再生計画案の概要作成の打合せ

外部専門家への委託（手続規則20条）

秘密保持 申請者に代理人がいる場合は代理人主導
【ADR6条⑪、⑭】 手続実施者選任予定者による意見及び助言
（手続規則7条）

【ADR法6条⑧】
債務者による特定認証ADRの正式申込（手続規則23条）
申込書・計画案の概要・委任状
業務委託中間金（銀行振込）（手数料・報酬等規程4条）

【ADR法6条⑥】（手続規則24条）

【経産省令20条】（手続規則25条）
申込者と当協会の連名

　　　　　原則：2週間以内 概要説明会議の招集通知を兼ねる
　　　　　　【経産省令20条後段】 債権回収・担保権設定・法的手続申立の停止

【ADR法14条】（手続規則25条4項）
概略説明書・手続流れ図

【経産省令9条】
資産・負債状況、計画案概要の説明
質疑応答、債権者間の意見交換
議長選任、手続実施者選任 　　過半数の同意
協議会議の開催日時・場所

　　　　①事業の継続に不可欠であること 一時停止の内容・期間 　　 全員の同意
【強化法53条①、経産省令33条1項】 協議会議・決議会議の開催日時・場所

　　　　②優先弁済に関する債権者全員の同意 ﾌﾟﾚDIPﾌｧｲﾅﾝｽへの優先弁済の取扱【経産省令33条2項】

【強化法53条②】 【ADR法6条⑨】（手続規則25条6項）

【資産評定基準】（手続規則27条）

清算貸借対照表の作成【経産省令28条4項】

【経産省令33条3項】
【経産省令28条】（手続規則27条）
記載事項【1項各号】
3年以内の債務超過解消、経常黒字化【2項】
債権者平等、衡平を害しない差（ﾌﾟﾚDIPﾌｧｲﾅﾝｽ優先弁済）【3項】
清算価値保障【4項】

【強化法54条】 （手続実施者の調査・指摘を踏まえて）
【経産省令31条】

【強化法56条】
【経産省・内閣府令2条・3条】

文書等の取扱
【ADR法6条⑩】 【経産省令29条2項】（手続規則28条）
（手続規則35条） 事業再生計画案の適法性、公正・妥当性、経済的合理性【経産省令24条】
（文書等取扱規程） 債権放棄を伴う場合、経産省令29条1項各号の事項
原則:5年間保管 計画案の修正事項の指摘
例外:計画原本・手続実施記録10年

苦情の取扱
【ADR法6条⑯】
（手続規則36条）
（苦情取扱規程） 【経産省令23条】（手続規則29条）

計画案内容の説明
調査結果の意見陳述
質疑応答、債権者間の意見交換

（協議会議の結果と債権者の意見を踏まえて）

【経産省令26条】（手続規則30条）
書面投票による同意も可能

　　　　【強化法53条･54条】

事業再生を要する状況

事前相談・手続説明（対債務者）

特定認証ADR手続利用申請

手続実施者選任予定者の選定
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手続実施者選任予定者による調査

事業再生計画案等の概要の策定

一時停止の通知

事業再生計画等の概要の説明のための債権者会議
（概要説明会議）

事業再生計画案協議のための債権者会
議

事業再生計画案決議のための
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の保証申入
（中小企業基盤整備機構）

（信用保証協会）

当協会による確認

Yes

資産評定、貸借対照表の作成、確認内容の通知

（債権者・申込者向け）

事業再生計画案の策定

手続実施者による調査報告書（意見書）作成
当協会への調査報告書提出

（事業再生計画案の修正）

（事業再生計画案の修正）

債権者への計画案と調査報告書の送付

債権者全員の

全員同

No

Yes

No

原材料購入資金の

借入れの保証

特定認証ADR手続利用申請仮受理・通

手続参加応諾
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手続実施者選定
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審査員による審査審査会

特定認証ADR手続利用の正式申込

特定認証ADR手続利用の正式申込の
正式受理の通知

審査員選

社債減額適合性確認・通知

（債務者・債権者向け）



報酬金（手数料・報酬等規程5条）

【ADR法6条⑫】

（手続規則34条）

【ADR法6条⑬】

【経産省令30条】

　　　【産活法52条】

　　　　　　　　【民調法5条1項但書】
　　　　　　　　裁判官による単独調停

　　　　　　　　【民調法17条】

　特定ADR手続期間中の資金の借入れについて、
・再生・更生計画案策定 　権利変更の内容に差を設けても、衡平を害しないか
・再生・更生計画案の決議　裁判所が判断（協会による確認を考慮）

　　【強化法59、60条】

・再生・更生計画の遂行

事業再生計画案決議
成立

中小企業基盤整備機構又は信用保証協会への
特定認証ADR手続終了の通知

債務者による特定調停手続の申立

特定調停

調停に代わる決定

私的整理成立

私的整理成立

法的整理手続申立

再生手続開始決定
更生手続開始決定

再生計画認可決定
更生計画認可決定

再生・更生手続終結
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